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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　頭端部がほぼ扁平状に形成された洗浄箸の頭部周縁角部に、熱収縮性チューブ状フィル
ムが加熱収縮され、頭端部の中央部に非被覆部を残し、該非被覆部に、樹脂塗料による弧
面状の頭付けが施され、頭部周縁角部が被覆強化されていることを特徴とする洗浄箸。
【請求項２】
　洗浄箸の頭部周縁角部に対する強化方法であって、
　１）頭部に一定幅の外周溝を形成してネック部を形成する外周溝形成工程、
　２）熱収縮性チューブ状フィルムを洗浄箸に外挿し、熱収縮性チューブ状フィルムの後
端が外周溝の下端周縁部から一定長さ突出するように位置決めする位置決め工程、
　３）熱収縮性チューブ状フィルムを加熱により外周溝の下端周縁部に収縮被覆させる収
縮被覆工程、
　４）前記ネック部の下端位置で洗浄箸を切断する切断工程
よりなることを特徴とする洗浄箸の強化方法。
【請求項３】
　前記一定長さが外周溝の溝幅及び最短深さよりも小なることを特徴とする、請求項２記
載の洗浄箸の強化方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、主に業務用に用いられる洗浄箸の表面損傷防止手段に関し、詳しくは洗浄箸
を洗浄する際に生ずる頭部周縁角部の損傷を防ぐための強化方法と、その強化された洗浄
箸に関する。
【背景技術】
【０００２】
　食事用に供される箸は、割り箸のような使い捨てのものと、塗り箸のように繰り返し使
用されるものがある。
　家庭においては各自専用の箸が用いられ繰り返し使用され、レストランや食堂において
は割り箸のような使い捨ての箸が使用されるのが主流となっていた。
　しかし、昨今はエコ問題や環境保護の観点から使い捨ての製品を避ける機運が高まり、
使い捨ての箸を採用していた外食産業等の業務用の分野でも、繰り返し使用される、いわ
ゆる洗浄箸の採用が多くなってきている。
【０００３】
　レストラン等における割り箸のような使い捨て製品は、高級感や見栄えの点では劣るも
のの、一度きりの使用で廃棄するという衛生面での利点が評価され、多用されてきた。
　これに対し、洗浄箸は他人が使用したものを繰り返し使用することから、使用する立場
としては、環境保護問題と言った社会的背景は理解するものの心情的な面でこれを忌避す
る傾向があるのが実情である。
【０００４】
　そこで、洗浄箸を提供する立場としては、できるだけ使用する側に不快感を与えないよ
うに、衛生面に留意すると共に視覚的にも不快感を与えないよう見栄えの点にも留意しつ
つ、コスト面からもできるだけ耐久性の良い洗浄箸を求めてきた。
　このような事情を満足させるために、一つには、衛生的で高級感があり、しかも使い勝
手が良い洗浄箸を提供すること、また、一つには、表面の擦過傷や損傷がなく繰り返し使
用感を与えない、言うなれば新品度が高い、耐久性のある洗浄箸を提供することに留意し
てきた。
　耐久性については、洗浄箸の折れや曲がり対する強度もさることながら表面耐久性の高
い洗浄箸が求められてきたのである。
【０００５】
　これらの要求に対し、特許文献１に見られるようにプラスチック素材を用いた耐久性の
高い洗浄箸が提案されている。
　また、特許文献２に示されるように洗浄箸を洗浄する際にできるだけ損傷を与えない工
夫をした洗浄器も提案されている。
　更には特許文献３に示されるように洗浄箸の形状面での工夫によりできるだけ洗浄の際
に損傷が生じない洗浄箸の提案もなされている。
【０００６】
　しかし、特許文献１のプラスチック素材を用いた洗浄箸においては耐久性は確保できる
ものの、高級感や使い勝手の問題で使用者の満足を得るものではなかった。
　また、特許文献２における洗浄器の改良により洗浄箸にできるだけ損傷を与えない手段
については、装置そのものには効果が見られるものの、洗浄箸を洗浄する現状が、大量の
洗浄箸を流水の中で攪拌に近い状態で洗浄する手段が多い他、人手により擦りあわせなが
ら洗浄されることも多く表面擦過や衝撃による損傷は解決されていない。
　更に特許文献３の洗浄箸については、効果は得られるものの製造工程やコストの面に難
がある傾向は否めない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－１５８８１１号公報
【特許文献２】特開平９－５１８６８号公報
【特許文献３】特許４３９６９４７号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記したように洗浄箸に求められる、衛生感、使い勝手、高級感、新品度の保持、耐久
性、生産コストの低減化への要求をいずれも受け入れ可能な洗浄箸として、木や竹製の素
材箸に合成塗料を塗布し、その頭端部がほぼ扁平状に形成された塗り箸の採用が主流とな
っている。
　合成塗料を塗布した塗り箸は、一見、漆塗りのような高級感を有し、適度な重量で使い
勝手も良い。
　また、塗料の工夫により表面擦過にも比較的長期間、耐えることが可能で、その新品度
も維持できる。加えて、大量生産が可能であり、コストの問題もクリアできる長所を備え
ている。
【０００９】
　しかし、洗浄箸に塗り箸を採用する場合、成形加工が容易と言う理由で、頭端部がほぼ
扁平状に形成されていて、その多くは断面がほぼ９０度の頭部周縁角部を形成している。
　この頭部周縁角部は、洗浄器や手洗いで洗浄される際、洗浄器漕壁との接触や箸同士の
接触による摩擦、衝撃により損傷を受け、欠けやすく、割れ、剥がれが生じ、損傷箇所か
ら水分が浸透し、更に剥がれを進行させ、頭付け部が一気に剥がれ落ちる現象が生じるこ
とや、カビ、雑菌の発生をきたして、視覚的にも衛生面でも大きな問題となる。 
【００１０】
　このように頭部周縁角部の損傷は、洗浄箸の新品度を低下させると共に非衛生的となり
、洗浄箸の寿命を極端に短くする結果を生み、客として使用する側にも、客に提供する側
にも解決すべき大きな課題となっている。
【００１１】
　これらの問題を解決する手段として、頭端部を扁平状にせず頭部周縁角部をできるだけ
緩やかな角度に形成するために、半球状に形成する手段が採用されたが加工が面倒でコス
ト高の原因となっていた。
　例えば、頭端部に樹脂塗料を厚盛りして頭部全体を半球状に頭付けした製品が提案され
ているが、半球状に形成された樹脂塗料は樹脂塊となって箸の素材との熱膨張が一致しな
いこと等から、洗浄器等による洗浄、乾燥を繰り返した場合、一気に剥がれ落ちる問題が
あった。
【００１２】
　この半球状に頭付けした樹脂塊の剥がれ落ちを防止するために特許文献３に示すような
素材箸の頭端部に突起を設け、樹脂塊の把持力を高める提案がなされ効果を発揮している
。
しかし突起を設ける工程や厚盛りの工程に高い技術力を必要とすることで、製造工程上の
諸問題やコスト高の問題を生じている。
　また、素材箸自体の頭端部を扁平にせず半球面状にした場合でも、頭部周縁角部が完全
になくなるものではなく、洗浄箸側面から頭端部に至る箇所が損傷を受けやすい現象は少
なからず存在していた。
【００１３】
　これらのことから、上記したように洗浄箸としては洗浄箸の頭端部がほぼ平面状に形成
され頭部周縁角部を有する塗り箸が結果的に主流となっている。そして、その頭部周縁角
部への致命的な損傷を防止する手段が強く望まれていた。
【００１４】
　本発明は、以上のような諸事情を背景になされたものである。
　すなわち、本発明の目的は、洗浄箸の頭部に、頭部周縁角部を保護するための極めて簡
易で効果的な処理を施し、頭部周縁角部の損傷を防止することで、損傷部からの水分等の
浸透を防いで衛生状態を維持し、且つ外観的な新品度を維持する方法を提供すると共に、
その方法によって得られる洗浄箸を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記課題を解決するために、鋭意、研究した結果、洗浄箸の頭部に熱収縮性を有するチ
ューブ状のフィルム、つまり熱収縮性チューブ状フィルムを加熱収縮して頭部周縁角部を
被覆強化する強化方法と、その強化方法によって得られる洗浄箸を完成させたものである
。
【００１７】
　即ち、本発明は、（１）、頭端部がほぼ扁平状に形成された洗浄箸の頭部周縁角部に、
熱収縮性チューブ状フィルムが加熱収縮され、頭端部の中央部に非被覆部を残し、該非被
覆部に、樹脂塗料による弧面状の頭付けが施され、頭部周縁角部が被覆強化されている洗
浄箸に存する。
【００２０】
　即ち、本発明は、（２）、洗浄箸の頭部周縁角部に対する強化方法であって、１）頭部
に一定幅の外周溝を形成してネック部を形成する外周溝形成工程、２）熱収縮性チューブ
状フィルムを洗浄箸に外挿し、熱収縮性チューブ状フィルムの後端が外周溝の下端周縁部
から一定長さ突出するように位置決めする位置決め工程、３）熱収縮性チューブ状フィル
ムを加熱により外周溝の下端周縁部に収縮被覆させる収縮被覆工程、４）前記ネック部の
下端位置で洗浄箸を切断する切断工程よりなる洗浄箸の強化方法に存する。
【００２１】
　即ち、本発明は、（３）、前記一定長さが外周溝の溝幅及び最短深さよりも小なる上記
（２）記載の洗浄箸の強化方法に存する。
【００２２】
　なお、本発明の目的に沿ったものであれば上記（１）から（３）を適宜組みわせた構成
も採用可能である。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の頭部周縁角部の強化方法は、一定の長さの熱収縮性チューブ状フィルムを素材
箸の頭部に外挿して、これを加熱収縮させて頭部周縁角部を被覆する極めて簡易な強化方
法であるので加工時間を要せず、また熟練技も必要とせず、極めて低コストで強化を図る
ことができる利点がある。
【００２４】
　そして、本強化方法では、熱収縮性チューブ状フィルムを加熱収縮させて頭部周縁角部
を被覆強化しているので、熱収縮性チューブ状フィルムの素材や厚みを自在に選択するこ
とができ、素材箸の加工状態、使用環境に応じた最適な被覆強化が可能となる。
【００２５】
　そして、本強化方法では、フィルムがチューブ状であるので頭部周縁角部の全ての箇所
に対し、均等で確実な被覆強化が可能となる。
【００２６】
　そして、本強化方法では、必要に応じては、熱収縮性チューブ状フィルムを幾重にも重
ねて被覆強化することができるので１種類の熱収縮性チューブ状フィルムで強化レベルを
自在に変化できる。
【００２７】
　そして、本強化方法では、洗浄箸の頭部に一定幅の外周溝を形成してネック部を形成し
、外周溝の下端周縁部を熱収縮性チューブ状フィルムにより被覆強化した後、ネック部の
下端位置で洗浄箸を切断する場合には、ネック部より上方の頭部をつまみ部としてクリア
剤の塗布加工等ができるので、加工中に洗浄箸本体に触ることがなく加工が容易で美しい
仕上がりとなる利点がある。
　また、つまみ部が存在しても、ある塗布加工を行った時点で、ネック部の下端位置でつ
まみ部を切り離せば、外周溝の下端周縁部が洗浄箸の頭部周縁角部となり完全な姿の洗浄
箸が得られる。
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【００２８】
　そして、本強化方法では、頭部周縁角部を被覆強化する際、熱収縮性チューブ状フィル
ムの後端が頭部周縁角部より突出する長さを調節することにより頭端部の中央部に非被覆
部を形成することができるので、素材箸の地肌に合成樹脂等で直接頭付けをすることがで
き、頭付けの接着性が、言うなれば投錨効果的に良好となり、耐久性が向上する利点があ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は、熱収縮性チューブ状フィルム６で被覆強化された洗浄箸１の実態模式図
である。
【図２】図２（Ａ）～（Ｃ）は、頭部２に熱収縮性チューブ状フィルム６を外挿、加熱収
縮する工程順を示した説明図（一部省略）である。
【図３】図３（Ａ）～（Ｃ）は、図２（Ａ）～（Ｃ）に対応した説明図（一部省略）であ
り、頭部２の断面図を示す。
【図４】図４（Ａ）～（Ｅ）は、素材箸１１に外周溝１４を形成し、熱収縮性チューブ状
フィルムを加熱収縮した後、持ち手１２を切り離す、加工工程順の説明図（一部省略）で
ある。
【図５】図５（Ａ）～（Ｅ）は、図４（Ａ）～（Ｅ）に対応した加工工程順の説明図（一
部省略）であり、持ち手１２近傍の断面図を示す。
【図６】図６は、洗浄箸１における頭部２の断面説明図（一部省略）である。
【図７】図７は、素材箸１１に外周溝１４を形成した断面説明図（一部省略）である。
【図８】図８（Ａ）～（Ｃ）は、外周溝１４の各形状の断面模式図（一部省略）である。
【図９】図９（Ａ）及び（Ｂ）は、扁平形状の熱収縮性チューブ状フィルム６における外
挿、仮固定の説明図（一部省略）である。
【図１０】図１０（Ａ）は、熱収縮性チューブ状フィルム６で被覆した頭部２の断面模式
図（一部省略）であり、図１０（Ｂ）は、頭付け７をした頭部２の断面模式図（一部省略
）である。
【図１１】図１１（Ａ）は、頭端部が半長球状に形成され、頭部２近傍が断面四角形に形
成された洗浄箸１の実態模式図（一部省略）であり、図１１（Ｂ）は、頭端部３が半長球
状に形成され、頭部２近傍が断面円形に形成された洗浄箸１の実態模式図（一部省略）で
ある。
【図１２】図１２は、図１１（Ａ）における熱収縮性チューブ状フィルム６として模様が
付与されているものを使った場合の実態模式図（一部省略）である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、必要に応じて図面を参照しつつ、本発明の好適な実施形態について詳細に説明す
る。
【００３１】
（第１の実施の形態）
　本実施の形態では、図１に示すように洗浄箸１の頭部２に約２０ｍｍの熱収縮性チュー
ブ状フィルム６を加熱収縮し、頭端部３の周縁に形成された頭部２周縁角部４を被覆強化
している。
　この洗浄箸１の加工工程について図２（（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）のいずれも工程順を示
した説明図で、頭部２近傍を示し、便宜上一部省略）に従い、順を追って説明する。
　図３（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）では、図２（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）に対応した断面図（（
Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）のいずれも工程順を示した説明図で、頭部２近傍の断面を示し、便
宜上一部省略）を示している。
【００３２】
　本洗浄箸１は、頭部２の断面が円形であり、頭端部３はほぼ扁平状に形成されている。
頭端部３の周縁には頭部周縁角部４が形成されていて、頭端部３の直径を、例えば１０ｍ
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ｍの太さに形成する。
　そして、図２（Ａ）（頭部２近傍を示したもので、一部省略）に示すように、頭部２に
、例えば２０ｍｍ長にカットした熱収縮性チューブ状フィルム６を外挿する。
　熱収縮性チューブ状フィルム６の材質としては、高い熱収縮性、表面への馴染み易さ、
塗料（クリヤー剤等）との適合性等の観点から、例えばポリエチレンテレフタレートが使
用される。
【００３３】
　外挿位置決めについては、図２（Ｂ）に示すようにカットした熱収縮性チューブ状フィ
ルム６の後端を一定長、突出させた状態で仮固定（すなわち仮位置決め）する。
　仮固定については、図９（外挿、仮固定の説明図、一部省略）に示すように、熱収縮性
チューブ状フィルム６が扁平に付型されているものを使用すると、これを広げて頭部２に
外挿した場合、元の扁平形状に戻ろうとする復元力Ｐが働き頭部２にしっかりと仮固定さ
れるので作業が容易、確実となる。
【００３４】
　一定長の突出については、図２（Ｃ）に示すように頭端部３の中央部を一部残した非被
覆部５を形成して熱収縮性チューブ状フィルム６を加熱収縮する必要があるので突出長さ
Ｌが重要となる。
　頭端部３に非被覆部５を形成するには、図６（頭部２の断面説明図、一部省略）に示す
ように、突出長さＬを頭端部３の中心から頭部周縁角部４までへの最短長さＲより小さく
する必要がある。
【００３５】
　本形態の場合は頭部２断面が円形であるので、頭端部３の中心から頭部周縁角部４まで
への長さは変わらないが、例えば、頭部２断面が四角形等である場合は、頭端部３の中心
から頭部周縁角部４までへの長さは一定ではないので最短長さＲより小さいと限定した方
がよい。
　本実施の形態の場合、円形形状の頭端部３の半径を例えば５ｍｍとすると突出長さＬは
５ｍｍ以下の２ｍｍとする。
　熱収縮性チューブ状フィルム６は、その性質上、縮径はするが長手方向の収縮はほとん
どない。
　よって、突出させた２ｍｍはほぼそのままの長さで確保される。
【００３６】
　このように仮固定された熱収縮性チューブ状フィルム６を、次の段階で加熱処理する。
加熱処理は、温風、熱水、或いは電熱器等による放射熱、等を使う。
　この処理により、熱収縮性チューブ状フィルム６が加熱収縮され、頭部周縁角部４に固
定される。
　すなわち頭部周縁角部４を被覆強化するのである。
　その結果、図２（Ｃ）に示すように、頭端部３の中央部には直径６ｍｍ（１０－２－２
＝６）の円形状の非被覆部５が形成される。
　こうして形成された、図１０（Ａ）（熱収縮性チューブ状フィルム６で被覆した頭部２
の断面模式図、一部省略）に示す頭端部３における非被覆部５に、図１０（Ｂ）（頭付け
７をした頭部２の断面模式図、一部省略）に示すように樹脂塗料を使って、なだらかな弧
面状の頭付け７が施されて洗浄箸１が完成する。
【００３７】
　ここで、頭端部３の全面が熱収縮性チューブ状フィルム６で被覆された場合には、樹脂
塗料による頭付け７は熱収縮性チューブ状フィルム６上に施されることになるが、非被覆
部５がある場合には頭付け７の樹脂塗料は洗浄箸１本体に直接接着することとなり、樹脂
塗料が非被覆部５の素地に浸透し、投錨効果的な接着強度の向上が図られる利点がある。
【００３８】
（第２の実施の形態）
　本実施の形態では、洗浄箸１の加工に便利な手段を講じている。図４（加工工程順の説
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明図、一部省略）に従い、その加工について順を追って説明する。
　なお、図５（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）、（Ｅ）は、図４（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）
、（Ｄ）、（Ｅ）に対応した断面図であり、一部を省略した図である。
【００３９】
　図４（Ａ）に示した、洗浄箸１の素材である素材箸１１は、図４（Ｂ）に示すように、
素材箸１１の先端から一定の距離をおいて一定幅の外周溝１４が形成される。
　外周溝１４を形成した箇所の素材箸１１は細くなり、ネック部１３が形成される。
　ネック部１３の上側の太い部分は、持ち手１２になり乾燥、クリア塗布等の加工の際に
都合が良い。また下側は、洗浄箸１となる。
【００４０】
　この外周溝１４は本実施の形態では、断面コの字型に切削しているが、図８（Ａ）に示
すように断面が正台形、或いは図８（Ｂ）に示すようにＶの字型も採用可能であるし、図
８（Ｃ）に示すような変形断面も可能である。
　図８（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）は、いずれも外周溝１４の断面模式図であり、便宜上、そ
の一部を省略して示している。
【００４１】
  このように外周溝１４を形成した素材箸１１に、図４（Ｃ）に示すように、例えば２０
ｍｍ長にカットした熱収縮性チューブ状フィルム６を外挿し、熱収縮性チューブ状フィル
ム６の後端が外周溝の下側周縁部から一定長さ突出するように仮固定する。
【００４２】
　この突出長さＬとその意義については、第１の実施の形態で説明したとおりであるが、
図７（外周溝を形成した素材箸１１の断面説明図、一部省略）の断面図（一部省略）に示
すように、この場合、突出長さＬは、溝の最短深さＤよりも小さいと共に溝幅Ｗよりも小
さくすることが好ましい。
　最短深さＤとするのは、頭部２断面が円形とは限らず、四角形等の場合には外周溝１４
の深さは場所によって異なるからである。
　そして、仮固定された熱収縮性チューブ状フィルム６は、図４（Ｄ）に示すように加熱
収縮される。
【００４３】
　この後、素材箸１１は、持ち手１２を持ってクリア塗装等が施される。
　持ち手１２があるので素材箸１１に触れることがなく、美しい仕上がりが得られる。
　また、素材箸１１を乾燥させる場合等に例えば２本のレバー間に持ち手１２を引っかけ
れば、流れ作業も可能となり、生産の効率化も果たせる。
　乾燥の後、図４（Ｅ）に示すようにネック部１３の下端近くで持ち手１２が切り離され
る。
　切り離された素材箸１１の下側は、図１０（Ａ）（熱収縮性チューブ状フィルム６で被
覆した頭部２の断面模式図、一部省略）に示すように、頭端部３の周縁には熱収縮性チュ
ーブ状フィルム６が加熱収縮されていて、中央部には非被覆部５が形成されている。
　そして、図１０（Ｂ）（頭付け７をした頭部２の断面模式図、一部省略）に示すように
、頭端部３に樹脂塗料等で緩やかな弧面状に頭付け７が施される。こうして洗浄箸１が完
成する。
　外周溝１４の下側周縁部は、持ち手が切り離された時点で洗浄箸１の頭部周縁角部４と
なるのである。
【００４４】
（第３の実施の形態）
　本実施の形態では、図１１（Ａ）（頭端部が半長球状に形成された頭部２の実態模式図
、一部、省略）に示すように、頭端部を半長球状（弾丸状）にする。洗浄箸１の頭部２近
傍断面は、破線で示すように四角形である。
　本洗浄箸１の加工は、すべて第２の実施の形態どおりであるが、外周溝１４の形成が異
なる。
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　つまり、図８（Ｃ）に示すように外周溝１４の断面が外側に出っ張った変形台形になる
ように形成する。
【００４５】
　図１１（Ａ）は、頭端部が半長球状に形成され、頭部２近傍が断面四角形に形成された
洗浄箸１の実態模式図（一部省略）である。
　そうすることで頭端部が半長球状の洗浄箸１が得られる。
　このように形成された洗浄箸１の頭部周縁角部４は、あたかも鉛筆を鉛筆削り器で削っ
たごとく、頭部周縁角部４は波状の軌跡となる。波状の頭部周縁角部４は、確実に熱収縮
性チューブ状フィルム６により被覆強化される。
【００４６】
　ここで、洗浄箸１の頭部２近傍が円形断面であって、しかも、図１１（Ｂ）（一部省略
に示すように、頭端部が半長球状に形成されている場合であっても、洗浄箸１の側面から
頭端部３の球面に至る周縁箇所では、不連続面が生じ緩やかな角度ではあるが頭部周縁角
部４は形成される。そのため、この箇所に熱収縮性チューブ状フィルム６を被覆すること
は大いに強化効果がある。
【００４７】
　以上、本発明をその実施の形態を例に説明したが、本発明は要旨の変更のない限り、実
施の形態のみに限定されるものではなく多様な変形例が可能である。
　例えば、強化用の熱収縮性チューブ状フィルム６は、透明のみならず模様が付与されて
いるものであっても良い。
　模様が付与されている熱収縮性チューブ状フィルム６を使うことにより、箸の頭部の周
囲から端面に至まで連続した模様を付与できる。
　頭部の強化と共に模様付けも同時にできることとなり極めて有用である。
【００４８】
　ところで図１２は、図１１（Ａ）における熱収縮性チューブ状フィルム６として模様が
付与されているものを使った場合の例を示す。箸の頭部の周囲から半長球状の一部に至る
まで連続した模様付けが可能となる。
【００４９】
　また熱収縮性チューブ状フィルム６による被覆強化は、必要に応じては、熱収縮性チュ
ーブ状フィルム６の被覆を複数回行って幾重にも重ねて被覆強化することもできる。
　更にまた、熱収縮性チューブ状フィルム６による被覆強化は、素材箸、下塗り処理箸、
仕上げ処理箸、等を対象として適用可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本発明の洗浄箸１の頭部周縁角部４に対する強化方法によれば、洗浄箸１のもっとも損
傷を受けやすい頭部周縁角部４に熱収縮性チューブ状フィルム６を外挿、加熱収縮する簡
易な方法であるので箸のように棒状で角部を有するものであれば容易にその角部を被覆強
化することが可能である。
【００５１】
　例えば、簪のような細長いもの、或いは、椅子やテーブル等の家具において角材部が突
出しているような箇所にも本強化法を採用できる。また、ナイフやフォーク等の金属食器
がデザイン上、有している多様な角部を目立つことなく被覆して、使用者、或いは他の食
器等への障害を排除することができる。
　更には、文房具の全般に渡って、角部を被覆して使用者の使い勝手を良くすることが可
能である等、産業上の多方面に渡って利用することが可能である。
【符号の説明】
【００５２】
１・・・洗浄箸
２・・・頭部
３・・・頭端部
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４・・・頭部周縁角部
５・・・非被覆部
６・・・熱収縮性チューブ状フィルム
７・・・頭付け
１１・・・素材箸
１２・・・持ち手
１３・・・ネック部
１４・・・外周溝
Ｌ・・・突出長さ
Ｒ・・・最短長さ
Ｄ・・最短深さ
Ｗ・・・最小幅
Ｐ・・・復元力

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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